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一 経緯

 当審議会は、平成１７年１月の総会において、監査基準の改訂に関する審議を開始することを
決定し、平成１７年３月から監査部会において審議を進めてきた。これは、証券取引法上のディ
スクロージャーをめぐり不適正な事例が相次ぎ、公認会計士・監査審査会のモニタリングの結果
等からは、リスク・アプローチが適切に適用されておらず、その改善が求められる事例が多数見
受けられたことに対応したものである。また、監査基準をめぐる国際的な動向をみても、近年、
リスク・アプローチの適用等に関する基準の改訂が精力的に進められており、これを我が国にも
取り入れることにより、監査の水準の向上を図ると共に、監査実務の国際的な調和を図ることが
できると判断した。
 平成１７年７月、これらを取り入れた改訂監査基準を「監査基準及び中間監査基準の改訂並び
に監査に関する品質管理基準の設定について（公開草案）｣として公表し、広く各界の意見を求
めた。当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ、更に審議を行い、公開草案の内容を一部修
正して、これを「監査基準の改訂に関する意見書」として公表することとした。
なお、国際的には、継続的に監査基準の改訂が行われ、その作業はこれまで以上に頻繁なものと
なってきている。我が国においても、こうした動きを踏まえて、継続的に監査基準を見直し、先
端的な監査の考え方や手法等を積極的に取り入れ、公認会計士監査の質の向上を不断に図ってい
くことが重要であると考えられる。このため、当審議会では、今後も、継続的な監査基準の改訂
作業を進めていく考えである。

二 主な改訂点とその考え方

１ 事業上のリスク等を重視したリスク・アプローチの導入

 リスク・アプローチに基づく監査は、重要な虚偽の表示が生じる可能性が高い事項について重
点的に監査の人員や時間を充てることにより、監査を効果的かつ効率的に実施できることから、
我が国でも、平成３年の監査基準の改訂で採用し、さらに、平成１４年の監査基準の改訂で、リ
スク・アプローチに基づく監査の仕組みをより一層明確にしたところである。
 しかし、現実の企業における日常的な取引や会計記録は、多くがシステム化され、ルーティン
化されてきており、財務諸表の重要な虚偽の表示は、経営者レベルでの不正や、事業経営の状況
を糊塗することを目的とした会計方針の適用等に関する経営者の関与等から生ずる可能性が相対
的に高くなってきていると考えられる。また、経営者による関与は、経営者の経営姿勢、内部統
制の重要な欠陥、ビジネス・モデル等の内部的な要因と、企業環境の変化や業界慣行等の外部的
な要因、あるいは内部的な要因と外部的な要因が複合的に絡みあってもたらされる場合が多い。
一方、監査人の監査上の判断は、財務諸表の個々の項目に集中する傾向があり、このことが、経
営者の関与によりもたらされる重要な虚偽の表示を看過する原因となることが指摘されている。
そこで、リスク・アプローチの適用において、リスク評価の対象を広げ、監査人に、内部統制を
含む、企業及び企業環境を十分に理解し、財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす可能性のある
事業上のリスク等を考慮することを求めることとした。
 さらに、こうした観点から、固有リスクと統制リスクを結合した｢重要な虚偽表示のリスク｣の
評価、｢財務諸表全体｣及び｢財務諸表項目｣の二つのレベルにおける評価等の考え方を導入した。
このようなリスク・アプローチを「事業上のリスク等を重視したリスク･アプローチ」という。
なお、財務諸表に重要な虚偽の表示が生じる可能性に応じて、発見リスクの水準を決定し、これ
に基づいて監査手続、その実施の時期及び範囲を計画し、実施するというリスク・アプローチの
基本的な考え方は変わらないことから、今回の改訂に係る部分を除いて、平成１４年の改正にお
ける「監査基準の改訂について」に記載されている概念や考え方は踏襲されていることに留意が
必要である。

２ 「重要な虚偽表示のリスク」の評価

 従来のリスク･アプローチでは、監査人は、監査リスクを合理的に低い水準に抑えるため、固有
リスクと統制リスクを個々に評価して、発見リスクの水準を決定することとしていた。しかし、



固有リスクと統制リスクは実際には複合的な状態で存在することが多く、また、固有リスクと統
制リスクとが独立して存在する場合であっても、監査人は、重要な虚偽の表示が生じる可能性を
適切に評価し、発見リスクの水準を決定することが重要であり、固有リスクと統制リスクを分け
て評価することは、必ずしも重要ではない。むしろ固有リスクと統制リスクを分けて評価するこ
とにこだわることは、リスク評価が形式的になり、発見リスクの水準の的確な判断ができなくな
るおそれもあると考えられる。そこで、原則として、固有リスクと統制リスクを結合した「重
要な虚偽表示のリスク」を評価したうえで、発見リスクの水準を決定することとした。

３ 「財務諸表全体」及び「財務諸表項目」の二つのレベルでの評価

 財務諸表における重要な虚偽の表示は、経営者の関与等から生ずる可能性が相対的に高くなっ
てきていると考えられるが、従来のリスク・アプローチでは、財務諸表項目における固有リスク
と統制リスクの評価、及びこれらと発見リスクの水準の決定との対応関係に重点が置かれている
ことから、監査人は自らの関心を、財務諸表項目に狭めてしまう傾向や、財務諸表に重要な虚偽
の表示をもたらす要因の検討が不十分になる傾向があることから、広く財務諸表全体における重
要な虚偽の表示を看過しないための対応が必要と考えられた。そこで、財務諸表における「重要
な虚偽表示のリスク」を「財務諸表全体」及び「財務諸表項目」の二つのレベルで評価すること
とした。
 財務諸表全体レベルにおいて重要な虚偽表示のリスクが認められた場合には、そのリスクの程
度に応じて、補助者の増員、専門家の配置、適切な監査時間の確保等の全般的な対応を監査計画
に反映させ、監査リスクを一定の合理的に低い水準に抑えるための措置を講じることが求めら
る。
 また、財務諸表項目レベルでは、統制リスクの評価に関する実務的な手順を考慮して、まず、
内部統制の整備状況の調査を行い、重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価し、次に、当該リス
ク評価に対応した監査手続として、内部統制の有効性を評価する手続と監査要点の直接的な立証
を行う実証手続を実施することとしている。

４ 「特別な検討を必要とするリスク」への対応

 会計上の見積りや収益認識等の重要な会計上の判断に関して財務諸表に重要な虚偽の表示をも
たらす可能性のある事項、不正の疑いのある取引、関連当事者間で行われる通常ではない取引等
の特異な取引等は、監査実施の過程において特別な検討を行う必要があることから、「特別な検
討を必要とするリスク」として、それが財務諸表における重要な虚偽の表示をもたらしていない
かを確かめるための実証手続の実施、及び、必要に応じて内部統制の整備状況の調査や運用状況
の評価を実施することを求めている。

５ 経営者が提示する財務諸表項目と監査要点

 財務諸表の監査の目的は、財務諸表の適正性に対して、監査人が自らの意見を表明することに
ある。そのためには、監査人は、経営者が提示する財務諸表項目について立証すべき監査要点を
設定し、監査要点ごとに監査手続を実施して監査証拠を入手し、監査要点に関して立証した事項
を積み上げて統合化し、財務諸表の適正性に関する結論を得ることになる。
経営者の提示する財務諸表項目は経営者が責任の主体であるのに対し、監査要点は監査人が設定
した立証すべき目標であることを明示することにより、両者の関係を明確にすることとした。

三 実施時期等

１ 改訂監査基準は、平成１９年３月決算に係る財務諸表の監査から実施する。ただし、平成１
   ８年３月決算に係る財務諸表の監査から実施することを妨げない。なお、改訂基準の実施に
   当たり、関係法令において、基準の改訂に伴う所要の整備を行うことが適当である。

２ 改訂基準を実務に適用するに当たって必要となる実務の指針については、日本公認会計士協
   会において、関係者とも協議の上、適切な手続の下で、早急に作成されることが要請され
   る。



監 査 基 準

第一 監査の目的

 財務諸表の監査の目的は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要
な点において適正に表示しているかどうかについて、監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて
判断した結果を意見として表明することにある。
 財務諸表の表示が適正である旨の監査人の意見は、財務諸表には、全体として重要な虚偽の表
示がないということについて、合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいる。

第二 一般基準

１ 監査人は、職業的専門家として、その専門能力の向上と実務経験等から得られる知識の蓄積 
   に常に努めなければならない。

２ 監査人は、監査を行うに当たって、常に公正不偏の態度を保持し、独立の立場を損なう利害 
   や独立の立場に疑いを招く外観を有してはならない。

３ 監査人は、職業的専門家としての正当な注意を払い、懐疑心を保持して監査を行わなければ
   ならない。

４ 監査人は、財務諸表の利用者に対する不正な報告あるいは資産の流用の隠蔽を目的とした重
   要な虚偽の表示が、財務諸表に含まれる可能性を考慮しなければならない。また、違法行為
   が財務諸表に重要な影響を及ぼす場合があることにも留意しなければならない。

５ 監査人は、監査計画及びこれに基づき実施した監査の内容並びに判断の過程及び結果を記録
   し、監査調書として保存しなければならない。

６ 監査人は、自らの組織として、すべての監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
   拠して適切に実施されるために必要な質の管理(以下「品質管理」という。)の方針と手続を
   定め、これらに従って監査が実施されていることを確かめなければならない。

７ 監査人は、監査を行うに当たって、品質管理の方針と手続に従い、指揮命令の系統及び職務
   の分担を明らかにし、また、当該監査に従事する補助者に対しては適切な指示、指導及び監
   督を行わなければならない。

８ 監査人は、業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはならない。

第三 実施基準

一 基本原則

１ 監査人は、監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、財務諸表における重要な虚偽表
   示のリスクを評価し、発見リスクの水準を決定するとともに、監査上の重要性を勘案して監
   査計画を策定し、これに基づき監査を実施しなければならない。

２ 監査人は、監査の実施において、内部統制を含む、企業及び企業環境を理解し、これらに内
   在する事業上のリスク等が財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす可能性を考慮しなければ
   ならない。

３ 監査人は、自己の意見を形成するに足る合理的な基礎を得るために、経営者が提示する財務
   諸表項目に対して、実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適切性
   及び表示の妥当性等の監査要点を設定し、これらに適合した十分かつ適切な監査証拠を入手



   しなければならない。

４ 監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手するに当たっては、財務諸表における重要な虚偽
   表示のリスクを暫定的に評価し、リスクに対応した監査手続を、原則として試査に基づき実
   施しなければならない。

５ 監査人は、職業的専門家としての懐疑心をもって、不正及び誤謬により財務諸表に重要な虚
   偽の表示がもたらされる可能性に関して評価を行い、その結果を監査計画に反映し、これに
   基づき監査を実施しなければならない。

６ 監査人は、監査計画の策定及びこれに基づく監査の実施において、企業が将来にわたって事
   業活動を継続するとの前提（以下「継続企業の前提」という。）に基づき経営者が財務諸表
   を作成することが適切であるか否かを検討しなければならない。

二 監査計画の策定

１ 監査人は、監査を効果的かつ効率的に実施するために、監査リスクと監査上の重要性を勘案
   して監査計画を策定しなければならない。

２ 監査人は、監査計画の策定に当たり、景気の動向、企業が属する産業の状況、企業の事業内
   容及び組織、経営者の経営理念、経営方針、内部統制の整備状況、情報技術の利用状況その
   他企業の経営活動に関わる情報を入手し、企業及び企業環境に内在する事業上のリスク等が
   もたらす財務諸表における重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価しなければならない。

３ 監査人は、広く財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目のみに関連づけられない重要な虚
   偽表示のリスクがあると判断した場合には、そのリスクの程度に応じて、補助者の増員、専
   門家の配置、適切な監査時間の確保等の全般的な対応を監査計画に反映させなければならな
   い。

４ 監査人は、財務諸表項目に関連して暫定的に評価した重要な虚偽表示のリスクに対応する、
   内部統制の運用状況の評価手続及び発見リスクの水準に応じた実証手続に係る監査計画を策
   定し、実施すべき監査手続、実施の時期及び範囲を決定しなければならない。

５ 監査人は、会計上の見積りや収益認識等の判断に関して財務諸表に重要な虚偽の表示をもた
   らす可能性のある事項、不正の疑いのある取引、特異な取引等、特別な検討を必要とするリ
   スクがあると判断した場合には、そのリスクに対応する監査手続に係る監査計画を策定しな 
   ければならない。

６ 監査人は、企業が利用する情報技術が監査に及ぼす影響を検討し、その利用状況に適合した
   監査計画を策定しなければならない。

７ 監査人は、監査計画の策定に当たって、財務指標の悪化の傾向、財政破綻の可能性その他継
   続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の有無を確かめなければならない。

８ 監査人は、監査計画の前提として把握した事象や状況が変化した場合、あるいは監査の実施
   過程で新たな事実を発見した場合には、適宜、監査計画を修正しなければならない。

三 監査の実施

１ 監査人は、実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づき、暫定的に評価した重要な虚偽
   表示のリスクの程度を変更する必要がないと判断した場合には、当初の監査計画において策
   定した内部統制の運用状況の評価手続及び実証手続を実施しなければならない。また、重要
   な虚偽表示のリスクの程度が暫定的な評価よりも高いと判断した場合には、発見リスクの水
   準を低くするために監査計画を修正し、十分かつ適切な監査証拠を入手できるように監査手
   続を実施しなければならない。

２ 監査人は、ある特定の監査要点について、内部統制が存在しないか、あるいは有効に運用さ
   れていない可能性が高いと判断した場合には、内部統制に依拠することなく、実証手続によ



   り十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

３ 監査人は、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、それが財務諸表にお
   ける重要な虚偽の表示をもたらしていないかを確かめるための実証手続を実施し、また、必
   要に応じて、内部統制の整備状況を調査し、その運用状況の評価手続を実施しなければなら
   ない。

４ 監査人は、監査の実施の過程において、広く財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目のみ
   に関連づけられない重要な虚偽表示のリスクを新たに発見した場合及び当初の監査計画にお
   ける全般的な対応が不十分であると判断した場合には、当初の監査計画を修正し、全般的な
   対応を見直して監査を実施しなければならない。

５ 監査人は、会計上の見積りの合理性を判断するために、経営者が行った見積りの方法の評
   価、その見積りと監査人の行った見積りや実績との比較等により、十分かつ適切な監査証拠
   を入手しなければならない。

６ 監査人は、監査の実施において不正又は誤謬を発見した場合には、経営者等に報告して適切
   な対応を求めるとともに、適宜、監査手続を追加して十分かつ適切な監査証拠を入手し、当
   該不正等が財務諸表に与える影響を評価しなければならない。

７ 監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在すると判断した場合
   には、当該疑義に関して合理的な期間について経営者が行った評価、当該疑義を解消させる
   ための対応及び経営計画等の合理性を検討しなければならない。

８ 監査人は、適正な財務諸表を作成する責任は経営者にあること、財務諸表の作成に関する基
   本的な事項、経営者が採用した会計方針、経営者は監査の実施に必要な資料を全て提示した
   こと及び監査人が必要と判断した事項について、経営者から書面をもって確認しなければな
   らない。

四 他の監査人等の利用

１ 監査人は、他の監査人によって行われた監査の結果を利用する場合には、当該他の監査人に
   よって監査された財務諸表等の重要性、及び他の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性
   の程度を勘案して、他の監査人の実施した監査の結果を利用する程度及び方法を決定しなけ
   ればならない。

２ 監査人は、専門家の業務を利用する場合には、専門家としての能力及びその業務の客観性を
   評価し、その業務の結果が監査証拠として十分かつ適切であるかどうかを検討しなければな
   らない。

３ 監査人は、企業の内部監査の目的及び手続が監査人の監査の目的に適合するかどうか、内部
   監査の方法及び結果が信頼できるかどうかを評価した上で、内部監査の結果を利用できると
   判断した場合には、財務諸表の項目に与える影響等を勘案して、その利用の程度を決定しな
   ければならない。

第四 報告基準

一 基本原則

１ 監査人は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
   拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点にお
   いて適正に表示しているかどうかについて意見を表明しなければならない。

２ 監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して適正に表示さ
   れているかどうかの判断に当たっては、経営者が採用した会計方針が、企業会計の基準に準
   拠して継続的に適用されているかどうかのみならず、その選択及び適用方法が会計事象や取
   引を適切に反映するものであるかどうか並びに財務諸表の表示方法が適切であるかどうかに



   ついても評価しなければならない。

３ 監査人は、監査意見の表明に当たっては、監査リスクを合理的に低い水準に抑えた上で、自
   己の意見を形成するに足る合理的な基礎を得なければならない。

４ 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、自己の意見を形成するに足る合
   理的な基礎を得られないときは、意見を表明してはならない。

５ 監査人は、意見の表明に先立ち、自らの意見が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
   拠して適切に形成されていることを確かめるため、意見表明に関する審査を受けなければな
   らない。この審査は、品質管理の方針及び手続に従った適切なものでなければならない。

二 監査報告書の記載区分

１ 監査人は、監査報告書において、監査の対象、実施した監査の概要及び財務諸表に対する意
   見を明瞭かつ簡潔に記載しなければならない。ただし、意見を表明しない場合には、その旨
   を監査報告書に記載しなければならない。

２ 監査人は、財務諸表の表示が適正であると判断し、その判断に関して説明を付す必要がある
   事項及び財務諸表の記載について強調する必要がある事項を監査報告書において情報として
   追記する場合には、意見の表明とは明確に区別しなければならない。

三 無限定適正意見の記載事項

 監査人は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適
正に表示していると認められると判断したときは、その旨の意見（この場合の意見を「無限定適
正意見」という。）を表明しなければならない。この場合には、監査報告書に次の記載を行うも
のとする。

(1)監査の対象

 監査対象とした財務諸表の範囲、財務諸表の作成責任は経営者にあること、監査人の責任は独
立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあること

(2)実施した監査の概要

 一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行ったこと、監査の基準は監査人に
財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること、監査
は試査を基礎として行われていること、監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討しているこ
と、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たこと

(3)財務諸表に対する意見

 経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業
の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示し
ていると認められること

四 意見に関する除外

１ 監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の表示方法に関し
   て不適切なものがあり、無限定適正意見を表明することができない場合において、その影響 
   が財務諸表を全体として虚偽の表示に当たるとするほどには重要でないと判断したときに
   は、除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。この場合には、財務諸表
   に対する意見において、除外した不適切な事項及び財務諸表に与えている影響を記載しなけ
   ればならない。



２ 監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の表示方法に関し
   て著しく不適切なものがあり、財務諸表が全体として虚偽の表示に当たると判断した場合に
   は、財務諸表が不適正である旨の意見を表明しなければならない。この場合には、財務諸表
   に対する意見において、財務諸表が不適正である旨及びその理由を記載しなければならな
   い。

五 監査範囲の制約

１ 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、無限定適正意見を表明すること
   ができない場合において、その影響が財務諸表に対する意見表明ができないほどには重要で
   ないと判断したときには、除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。こ
   の場合には、実施した監査の概要において実施できなかった監査手続を記載し、財務諸表に
   対する意見において当該事実が影響する事項を記載しなければならない。

２ 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、財務諸表に対する意見表明のた
   めの合理的な基礎を得ることができなかったときには、意見を表明してはならない。この場
   合には、財務諸表に対する意見を表明しない旨及びその理由を記載しなければならない。

３ 監査人は、他の監査人が実施した監査の重要な事項について、その監査の結果を利用できな
   いと判断したときに、更に当該事項について、重要な監査手続を追加して実施できなかった
   場合には、重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見の表明の適否を判断しなけ
   ればならない。

４ 監査人は、将来の帰結が予測し得ない事象又は状況について、財務諸表に与える当該事象又
   は状況の影響が複合的かつ多岐にわたる場合には、重要な監査手続を実施できなかった場合
   に準じて意見の表明ができるか否かを慎重に判断しなければならない。

六 継続企業の前提

１ 監査人は、継続企業の前提に重要な疑義が認められるときに、その重要な疑義に関わる事項
   が財務諸表に適切に記載されていると判断して無限定適正意見を表明する場合には、当該重
   要な疑義に関する事項について監査報告書に追記しなければならない。

２ 監査人は、継続企業の前提に重要な疑義が認められるときに、その重要な疑義に関わる事項
   が財務諸表に適切に記載されていないと判断した場合は、当該不適切な記載についての除外
   事項を付した限定付適正意見を表明するか、又は、財務諸表が不適正である旨の意見を表明
   し、その理由を記載しなければならない。

３ 監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在している場合におい
   て、経営者がその疑義を解消させるための合理的な経営計画等を提示しないときには、重要
   な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見の表明の適否を判断しなければならない。

４ 監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合には、継続企業
   を前提とした財務諸表については不適正である旨の意見を表明し、その理由を記載しなけれ
   ばならない。

七 追記情報

 監査人は、次に掲げる事項その他説明又は強調することが適当と判断した事項は、監査報告書
に情報として追記するものとする。

(1)正当な理由による会計方針の変更
(2)重要な偶発事象
(3)重要な後発事象
(4)監査した財務諸表を含む開示書類における当該財務諸表の表示とその他の記載内容との重要
   な相違
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